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地方自治法第199条第４項の規定に基づき、平成16年度定期監査を実施

したので、同条第９項の規定により、その結果を報告します。
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１ 監 査 実 施 日

平成16年８月９日から平成16年10月７日まで

２ 監 査 の 対 象

対 象 部 ・ 課 （ 室 ） 名

企 画 部 政策推進室、調整広報課

総 務 部 人事課、八戸駅市民サービスセンター、豊崎支所

財 政 部 財政課、住民税課、資産税課

経 済 部 観光課、農業振興課

健康福祉部 介護保険課、生活福祉課、高齢福祉課、障害福祉課

市民生活部 市民課、市民連携課、国保年金課

環 境 部 環境保全課

建 設 部 道路維持課、建築課

都市開発部 区画整理課、売市区画整理事業所、建築指導課

交 通 部 運輸管理課

市 民 病 院 管理課、物流課、医事課、薬局

教育委員会 学校教育課、社会教育課、博物館・同分館（美術館）

農業委員会事務局

３ 監 査 の 範 囲

総務部、財政部、健康福祉部、教育委員会、農業委員会事務局

平成16年度（平成16年４月１日～平成16年６月30日）

企画部、経済部、市民生活部、環境部、建設部、都市開発部、交通部、市民病院

平成16年度（平成16年４月１日～平成16年７月31日）

－１－



４ 監 査 執 行 者

監 査 委 員 田 中 秀 雄

監 査 委 員 米 田 勢津子

監 査 委 員 谷 地 先次郎

５ 監 査 の 方 法

各部課等において執行された財務に関する事務が関係法令等に準拠し、適正かつ効率的に

行われているか否かを主眼とし、次のとおり実施した。

(1) 事前に提出された監査資料に基づき、各対象ごとに監査項目を定めて、諸帳簿・書類等の

試査・照合等、事務局職員による予備監査を行った。

(2) 監査委員出席のもと、部長以下関係職員から事務事業の執行について説明を受け、質疑応答

形式により実施した。

６ 監 査 の 結 果

財務に関する事務についての監査の結果は、適正に処理されており、前記２の各「監査対象」

ごとについては、次ページ以下に述べることとする。

－２－



企 画 部

政 策 推 進 室

１ 主なる分掌事務

(1) 各部局にわたる政策調整に関すること。

(2) 特に緊急かつ重要な施策の企画立案、調整及び推進に関すること。

(3) 総合計画及び国土利用計画に関すること。

(4) 重点事業の総括に関すること。

(5) 高速交通等及び新幹線等鉄道に関すること。

(6) 地域づくりに関すること。

２ 機構・職員の状況

室 長 室長補佐以下９人 計 １０人

３ 監 査 項 目

(1) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(2) 補助金交付事務 海洋立市イベント助成金

(3) 契 約 事 務 「海洋立市」普及促進事業委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－３－



調 整 広 報 課

１ 主なる分掌事務

(1) 庁議に関すること。

(2) 災害対策の総括及び防災会議に関すること。

(3) 指定統計及びその他の統計に関すること。

(4) 広報紙の発行に関すること。

(5) 行政員等及び町内会に関すること。

(6) 市政に関する要望、陳情等の処理に関すること。

(7) 行政相談及び市民相談に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 調整・防災グループ（ 副参事以下５人）

広 報 広 聴グループ（ 主幹以下 ６人）

統 計 グループ（ 副参事以下６人）

市民相談室（室長以下２人） 計 ２０人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 雑入（市勢要覧等販売収入）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 補助金交付事務 八戸市統計協会運営事業費補助金

(4) 契 約 事 務 広報配達委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－４－



総 務 部

人 事 課

１ 主なる分掌事務

(1) 行政組織並びに事務の分掌及び調整並びに職務権限に関すること。

(2) 職員の任用、退職等並びに試験及び選考に関すること。

(3) 職員の職制及び配置に関すること。

(4) 職員の勤務条件及び職員団体に関すること。

(5) 特別職報酬等審議会の庶務に関すること。

(6) 職員の研修の計画及び実施に関すること。

(7) 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。

(8) 市町村職員共済組合、職員互助会及び職員文化体育会に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 人事研修グループ（副参事以下７人）

給与厚生グループ（主幹以下 ９人）

派遣研修等（一般職員１０人） 計 ２７人

３ 監 査 項 目

(1) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(2) 職員手当認定事務 扶養手当、通勤手当、住居手当

(3) 契 約 事 務 八戸市職員研修委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－５－



支 所

１ 監査対象支所

八戸駅市民サービスセンター、豊崎支所

２ 各支所の主なる分掌事務

(1) 戸籍、住民票及び人口動態に関すること。

(2) 埋火葬の許可及び斎場の使用許可に関すること。

(3) 印鑑に関すること。

(4) 市税その他の納入に関すること。

(5) 国民健康保険及び国民年金等に関すること。

３ 各支所の機構・職員の状況

［八戸駅市民サービスセンター］ 所 長 一般職員２人 計 ３人

［豊崎支所］ 支 所 長 一般職員１人 計 ２人

４ 監 査 項 目

収 入 事 務 総務手数料（戸籍・住民基本台帳・印鑑等に係る各種証明手数料）

５ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－６－



財 政 部

財 政 課

１ 主なる分掌事務

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の調整、配当、統制等に関すること。

(3) 財政状況の公表に関すること。

(4) 決算の認定等に関すること。

(5) 地方債及び一時借入金に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 財政第一班（班 員 ６人）

（財政第一班長兼務） 財政第二班（班長以下３人） 計 １１人

３ 監 査 項 目

(1) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(2) 契 約 事 務 起債管理システム保守業務委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－７－



住 民 税 課

１ 主なる分掌事務

(1) 普通徴収及び特別徴収に係る個人の市県民税の賦課に関すること。

(2) 法人市民税の賦課に関すること。

(3) 軽自動車税、市たばこ税、鉱産税及び入湯税に関すること。

(4) 税の調定に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 住民税第一班（班 員 ７人）

（住民税第一班長兼務） 住民税第二班（班長以下１３人） 計 ２２人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 総務手数料（税関係証明手数料）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 契 約 事 務 データエントリー業務（確定申告書分）委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－８－



資 産 税 課

１ 主なる分掌事務

(1) 固定資産税の賦課及び調定に関すること。

(2) 償却資産、土地及び家屋の評価に関すること。

(3) 国有資産等所在市交付金に関すること。

(4) 特別土地保有税の賦課及び調定に関すること。

(5) 国有提供施設等所在市助成交付金に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 管理償却班（班 員 １２人）

（管理償却班長兼務） 土 地 班（班長以下１０人）

家屋第一班（班長以下 ７人）

家屋第二班（班長以下 ７人） 計 ３８人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 総務手数料（税関係証明手数料）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 契 約 事 務 土地鑑定業務等業務委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－９－



経 済 部

観 光 課

１ 主なる分掌事務

(1) 観光振興に係る施策の企画立案及び推進に関すること。

(2) 観光資源の保護管理、開発及び利用計画に関すること。

(3) 観光施設の調査、改善及び整備に関すること。

(4) 観光団体の育成及び指導に関すること。

(5) 特産物の販路拡張及び観光土産品の紹介、宣伝等に関すること。

(6) 水産科学館及び海水浴場の運営管理に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 誘客宣伝グループ（主幹以下５人）

観光物産グループ（主幹以下４人） 計 １０人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 商工使用料（水産科学館使用料）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 補助金交付事務 お祭り広場運営費補助金

(4) 契 約 事 務 白浜海水浴場施設管理運営業務委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－１０－



農 業 振 興 課

１ 主なる分掌事務

(1) 農業振興計画及び農林行政事務の調整に関すること。

(2) 農業協同組合、農業共済組合等の整備強化に関すること。

(3) 水田農業確立対策に関すること。

(4) 果樹、野菜、花き等の園芸振興に関すること。

(5) 畑作、畜産、養蚕及び林業の振興に関すること。

(6) 市民の森に関すること。

(7) 国営、県営及び団体営土地改良事業に関すること。

(8) 八戸平原総合農地開発事業に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 農 政 班（班長以下８人）

（農林畜産班長兼務） 農林畜産班（班 員 ７人） 計 １７人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 農業手数料（鳥獣飼養許可手数料、農業関係証明手数料）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 補助金交付事務 八戸市あおもり施設農業拡大対策事業補助金

(4) 契 約 事 務 市民の森不習岳簡易水道保守点検業務委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－１１－



健 康 福 祉 部

介 護 保 険 課

１ 主なる分掌事務

(1) 介護保険の給付及び資格の得喪に関すること。

(2) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(3) 要介護認定（介護認定審査会に関する事務を除く。）に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 管理給付班（班 員 １０人）

（管理給付班長兼務） 保 険 料 班（班長以下 ６人） 計 １８人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 第１号被保険者保険料

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 契 約 事 務 介護保険事務電算処理システムソフトウェア保守業務委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－１２－



福祉事務所生活福祉課

１ 主なる分掌事務

(1) 民生委員及び児童委員並びに民生委員推薦会に関すること。

(2) 日本赤十字社に関すること。

(3) 社会福祉施設（老人福祉施設、身体障害者福祉施設及び知的障害者福祉施設を除く。）の

設置整備の統括に関すること。

(4) 旧軍人等の恩給及び戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(5) 災害弔慰金の支給等に関すること。

(6) 地域集会施設に関すること。

(7) 八戸市社会福祉事業団との連絡調整に関すること。

(8) 保護費の徴収及び支払いに関すること。

(9) 医療券及び医療要否意見書等の発行に関すること。

(10) 生活保護法による保護の決定及び実施に関すること。

(11) その他要保護者の援護、育成及び更生に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 福 祉 管 理 班（班 員 ９人）

（福祉管理班長兼務） 生活福祉第一班（班長以下９人）

生活福祉第二班（班長以下８人）

生活福祉第三班（班長以下９人）

社会福祉事業団事務局派遣（副理事以下３人）

計 ４０人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 民生使用料（市民保養所使用料、総合福祉会館使用料）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 補助金交付事務 八戸市民生委員児童委員協議会補助金

(4) 契 約 事 務 八戸市更上閣運営等委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－１３－



福祉事務所高齢福祉課

１ 主なる分掌事務

(1) 老人福祉法に基づく福祉の企画及び調整に関すること。

(2) 老人福祉施設の設置運営及び維持修繕に関すること。

(3) 老人等特別乗車証の発行に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 高齢福祉班（班 員 ５人）

（高齢福祉班長兼務） 在宅福祉班（班長以下６人）

社会福祉事業団事務局派遣（技査１人）

長生園派遣（副参事以下２人） 計 １６人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 契 約 事 務 軽度生活援助事業委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－１４－



福祉事務所障害福祉課

１ 主なる分掌事務

(1) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に

基づく福祉の企画及び調整に関すること。

(2) 身体障害者福祉施設及び知的障害者福祉施設の設置運営及び維持修繕に関すること。

(3) 心身障害者医療費に関すること。

(4) 身体障害者手帳及び愛護手帳の発行に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 障害福祉第一班（班 員 ６人）

（障害福祉第一班長兼務） 障害福祉第二班（班長以下８人） 計 １６人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 心身障害者住宅整備資金貸付金元利収入

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 契 約 事 務 身体障害者デイサービス事業委託契約

八戸市障害者生活支援事業委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－１５－



市 民 生 活 部

市 民 課

１ 主なる分掌事務

(1) 戸籍の作成、整備、保管等に関すること。

(2) 住民基本台帳及び戸籍の附票の作成に関すること。

(3) 戸籍の謄抄本及び附票、住民票の写し、印鑑登録証明書等の受付及び作成交付に関する

こと。

(4) 市有の墓地及び霊園の運営管理に関すること。

(5) 斎場の運営管理に関すること。

(6) 死体埋火葬又は改葬の許可証の作成及び交付に関すること。

(7) 外国人登録に関すること。

(8) 自衛官の募集に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 庶 務 班（班 員 ６人）

（庶務班長兼務） 窓 口 班（班長以下１７人）

住民記録班（班長以下 ６人）

戸 籍 班（班長以下 ６人）

斎 場（斎 場 長以下４人） 計 ４１人

（嘱託職員）

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 霊園使用料、保健衛生使用料（斎場使用料）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 契 約 事 務 東霊園業務管理委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－１６－



市 民 連 携 課

１ 主なる分掌事務

(1) 市民活動の促進に関すること。

(2) 地域コミュニティの振興に関すること。

(3) 市民協働、男女共同参画に係る施策の推進及び連絡調整に関すること。

(4) 国際交流に係る企画及び調整に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 市 民 協 働グループ（副参事以下４人）

男女共同参画グループ（主幹以下３人）

国 際 交 流グループ（副参事以下３人） 計 １１人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 総務使用料（市民活動サポートセンター使用料）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 補助金交付事務 まちづくりフロンティア２１奨励金

(4) 契 約 事 務 市民活動サポートセンターコーディネーター育成事業委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－１７－



国 保 年 金 課

１ 主なる分掌事務

(1) 国民健康保険事業の運営管理に関すること。

(2) 老人保健特別会計に関すること。

(3) 国民健康保険及び老人医療費の給付に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。

(5) 国民健康保険及び国民年金の諸届等の受付に関すること。

(6) 国民年金及び福祉年金の給付及び資格の得喪に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 国保給付班（班長以下１３人）

（国保税班長兼務） 国 保 税 班（班 員 １０人）

国民年金班（班長以下 ８人） 計 ３３人

３ 監 査 項 目

(1) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(2) 補助金交付事務 八戸市国保療養担当者研修費補助金

(3) 契 約 事 務 八戸市国民健康保険人間ドック健診業務委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－１８－



環 境 部

環 境 保 全 課

１ 主なる分掌事務

(1) 公害防止協定及び公害健康被害者の救済に関すること。

(2) 公害の調査・分析及び防止対策に関すること。

(3) 公害発生施設の規制及び指導に関すること。

(4) 生活環境の保全に関すること。

(5) 犬の登録並びに鑑札及び注射済票の交付等に関すること。

(6) 一般廃棄物搬入許可証及び一般廃棄物処分券の発行に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 調査指導班（班 員 ７人）

（調査指導班長兼務） 環境衛生班（班長以下６人）

計 １５人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 保健衛生手数料（犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 契 約 事 務 狂犬病予防事業及び手数料徴収事務委託契約

特定事業場排水等分析業務委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－１９－



建 設 部

道 路 維 持 課

１ 主なる分掌事務

(1) 路線の認定及び廃止に関すること。

(2) 道路台帳の整備に関すること。

(3) 道路の占用及び特殊車両の通行の許可に関すること。

(4) 道路等の境界に関すること。

(5) 街灯の補助に関すること。

(6) 国土調査法に基づく地籍調査事業に関すること。

(7) 道路の維持修繕に関すること。

(8) 交通安全施設に関すること。

(9) 道路施設の災害復旧に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 管 理 班（班 員 ９人）

（管理班長兼務） 道路占用班（班長以下６人）

地籍調査班（班長以下６人）

維持第一班（班長以下６人）

維持第二班（班長以下７人）

道路管理事務所（所長以下１５人） 計 ５１人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 土木使用料（道路占用料）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 補助金交付事務 私道整備補助金

(4) 契 約 事 務 浜通跨線橋補修工事委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－２０－



建 築 課

１ 主なる分掌事務

(1) 建築物及び工作物の設計並びに施行の監督に関すること。

(2) 建築に係る指導及び助言に関すること。

(3) 電気工事の設計及び監督に関すること。

(4) 電気設備の維持管理の指導監督に関すること。

(5) 給排水、衛生設備、冷暖房及び空調の工事の設計及び監督に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 建築第一班（班長以下４人）

（建築第二班長兼務） 建築第二班（班 員 ４人）

設 備 班（班長以下７人） 計 １７人

３ 監 査 項 目

支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－２１－



都 市 開 発 部

区 画 整 理 課

１ 主なる分掌事務

(1) 土地区画整理事業の保留地の処分に関すること。

(2) 土地区画整理事業の仮換地指定、減価補償金、換地処分及び登記に関すること。

(3) 土地区画整理事業の清算に関すること。

(4) 土地区画整理事業の調査計画、換地計画及び工事の設計施行に関すること。

(5) 土地区画整理事業の建築物等の移転及び除却並びに損失補償に関すること。

(6) 新都市開発整備事業に係る連絡調整及び用地に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 管理用地班（班長以下４人）

（計画指導班長兼務） 計画指導班（班 員 ３人） 計 ９人

３ 監 査 項 目

(1) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(2) 契 約 事 務 売市地区地質調査業務委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－２２－



売市区画整理事業所

１ 主なる分掌事務

売市地区の土地区画整理事業の実施に関すること。

２ 機構・職員の状況

所 長 所長補佐以下６人 計 ７人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 土木手数料（仮換地証明手数料）

売市第一土地区画整理事業清算徴収金（過年度分）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 建物等移転補償事務 整地等補償費

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－２３－



建 築 指 導 課

１ 主なる分掌事務

(1) 国土利用計画法に基づく土地売買等届出に関すること。

(2) 地価公示に関すること。

(3) 都市計画法に基づく開発許可等に関すること。

(4) 建築審査会及び公聴会に関すること。

(5) 違反建築物等に対する是正指導に関すること。

(6) 建築確認申請書等の審査及び確認済証等の交付に関すること。

(7) 住宅金融公庫融資住宅の審査及び検査に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 開発指導班（班長以下 ８人）

審査指導班（班長以下１１人） 計 ２１人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 土木手数料（建築確認申請手数料）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 契 約 事 務 建築確認支援システムサポート委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－２４－



交 通 部

運 輸 管 理 課

１ 主なる分掌事務

(1) 職員の任免、服務その他身分取扱に関すること。

(2) 職員の給与及び福利厚生に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 財政計画及び資金計画に関すること。

(5) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(6) 乗車券の発行に関すること。

(7) 車両及び施設の広告業務に関すること。

(8) 運行計画の実施及び運行管理に関すること。

(9) 車両の整備に関すること。

(10) ダイヤの編成に関すること。

(11) 料金の設定及び改廃に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 管 理 班 （班 員 ３人）

（管理班長兼務） 経 理 班 （班 長 以 下 ４人）

営 業 班 （班 長 以 下 ８人）

旭ケ丘営業所（所 長 以 下 １１０人）

大杉平営業所（運輸指導主任以下 ４４人）

整 備 班 （班 長 以 下 ５人） 計１７６人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 運送雑収益（広告料、諸手数料）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 契 約 事 務 営業所業務委託契約（旭ヶ丘営業所）

車両誘導業務委託契約（大杉平営業所）

(4) 職員手当認定事務 扶養手当、通勤手当、住居手当

(5) 貯蔵品関係事務 回数券、一日乗車券

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理さ

れていると認められた。

－２５－



市 民 病 院

管 理 課

１ 主なる分掌事務

(1) 職員の給与、服務その他人事管理に関すること。

(2) 事業計画、財政計画及び資金計画に関すること。

(3) 金銭出納に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 企業債及び一時借入金に関すること。

(6) 財産及び病院施設の管理に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 総 務 班（班 員 １２人）

（総務班長兼務） 施 設 班（班長以下 ４人） 計 １８人

３ 監 査 項 目

(1) 現金取扱事務 小口現金

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 契 約 事 務 八戸市立市民病院乗用車運転業務委託契約、給食業務委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理さ

れていると認められた。

－２６－



物 流 課

１ 主なる分掌事務

(1) 物品の購入、検収、出納、保管及び処分に関すること。

(2) 被服等の管理、洗濯及び貸与に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 調 達 班（班 員 ３人） 計 ５人

（調達班長兼務）

３ 監 査 項 目

(1) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(2) 契 約 事 務 新物流管理業務委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理さ

れていると認められた。

－２７－



医 事 課

１ 主なる分掌事務

(1) 診療報酬の請求事務に関すること。

(2) 新来患者の受付に関すること。

(3) 患者の診療事務に関すること。

(4) 基準寝具の補給及び保全に関すること。

(5) 医療に関する統計及び報告に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 医事第一班（班 員 ７人）

（医事第一班長兼務） 医事第二班（班長以下５人） 計 １４人

３ 監査項目

(1) 現金取扱事務 外来収益等

(2) 契 約 事 務 案内業務委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理さ

れていると認められた。

－２８－



薬 局

１ 主なる分掌事務

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 医薬品の管理及び補給に関すること。

(3) 医薬品の検査に関すること。

２ 機構・職員の状況

薬局長 副薬局長以下１５人 計 １６人

３ 監 査 項 目

貯蔵品関係事務 薬 品

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理さ

れていると認められた。

－２９－



教 育 委 員 会

学 校 教 育 課

１ 主なる分掌事務

(1) 学校教育計画及び学校経営支援に関すること。

(2) 学校の設置及び通学区域に関すること。

(3) 学齢児童生徒の就学及び入学に関すること。

(4) 私立学校等への助成に関すること。

(5) 学校基本調査及び統計に関すること。

(6) 教職員の人事、給与及び服務に関すること。

(7) 生徒指導に関すること。

(8) 学校保健医及び学校安全の指導に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 学 務 班（班 員 ５人）

（学務班長兼務） 学校教育支援班（班長以下６人） 計 １３人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 奨学金貸与元利収入

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－３０－



社 会 教 育 課

１ 主なる分掌事務

(1) 社会教育計画に関すること。

(2) 生涯学習の推進及び市民大学講座の運営に関すること。

(3) 社会教育施設の設置に関すること。

(4) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。

(5) 青少年の健全育成に関する施策の総合的な企画、推進及び青少年関係機関との連絡調整に

関すること。

(6) 青少年団体及び青少年指導者の育成に関すること。

(7) 児童生徒の国内外交流に関すること。

(8) 勤労青少年ホームの運営管理に関すること。

２ 機構・職員の状況

課 長 課長補佐 社会教育班（班長以下５人）

（青少年班長兼務） 青 少 年 班（班 員 ５人） 計 １２人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 雑入（青少年海外派遣事業負担金）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 補助金交付事務 連合ＰＴＡ補助金

(4) 契 約 事 務 すこやかテレホン事業委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－３１－



博物館・分館（美術館）

１ 主なる分掌事務

(1) 博物館の管理に関すること。

(2) 八戸市美術館の管理に関すること。

(3) 八戸市縄文学習館の管理に関すること。

(4) 博物館事業に関すること。

２ 機構・職員の状況

館 長（非常勤） 副館長 〔博物館〕一般職員７人

〔美術館〕一般職員３人

縄文学習館館長（非常勤） 一般職員２人 非常勤主事

計 １６人

３ 監 査 項 目

(1) 収 入 事 務 社会教育使用料（博物館使用料、美術館使用料）

雑入（博物館資料代収入、美術館資料代収入）

(2) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(3) 契 約 事 務 根城の広場管理運営業務委託契約、清掃作業委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－３２－



農 業 委 員 会 事 務 局

１ 主なる分掌事務

(1) 委員の報酬、費用弁償及び身上に関すること。

(2) 農政部会及び農地部会の権限及び会議に関すること。

(3) 農業振興計画の推進に関すること。

(4) 農地の移動あっせんに関すること。

(5) 農地対価徴収に関すること。

２ 機構・職員の状況

事務局長 次 長 農業振興班（班長以下３人）

農 地 班（班長以下５人） 計 １０人

３ 監 査 項 目

(1) 支 出 事 務 支出負担行為等に関する書類

(2) 契 約 事 務 「のうぎょうだより」配布業務等委託契約

４ 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務の処理・書類の整備等は、適正に処理

されていると認められた。

－３３－


